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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 8月 12日 (2005.8.12)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 及 び 方 法
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
第 １ の レ ベ ル 、 第 ２ の レ ベ ル 及 び 第 ３ の レ ベ ル の い ず れ か に 仕 分 け さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル
を 格 納 す る メ モ リ 手 段 と 、
　 該 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 夫 々 に つ い て 、 当 該 デ ー タ フ ァ イ ル の レ ベ
ル が 上 記 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の レ ベ ル の う ち の い ず れ で あ る か に つ い て の 識 別 を 行 う フ ァ
イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 と 、
　 該 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 １ の レ ベ ル で あ る と き 、 上
記 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 直 前 不 使 用 期 間 の 検 出 を 行 い 、 ま た 、 上 記 レ
ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 ２ ま た は 第 ３ の レ ベ ル で あ る と き 、 上 記 識
別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 上 記 メ モ リ 手 段 に お け る 保 管 期 間 の 検 出 を 行 う 期
間 検 出 手 段 と 、
　 上 記 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 １ の レ ベ ル で あ っ て 、 上
記 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 直 前 不 使 用 期 間 が 上 記 第 １ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た
最 大 不 使 用 期 間 を 越 え て い る と き 、 上 記 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 上 記 第 ２ の レ ベ
ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 ま た 、 上 記 レ ベ
ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 ２ の レ ベ ル で あ っ て 、 上 記 期 間 検 出 手 段 に よ
り 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 上 記 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る
と き 、 上 記 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 上 記 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ
せ て 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 さ ら に 、 上 記 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ
た レ ベ ル が 上 記 第 ３ の レ ベ ル で あ っ て 、 上 記 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 上
記 第 ３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き 、 上 記 識 別 に 供 さ れ た
デ ー タ フ ァ イ ル を 削 除 し て 、 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 整 理
を 行 う フ ァ イ ル 整 理 手 段 と 、



　 該 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理 が 行 わ れ た 後 の 上 記 メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び
上 記 メ モ リ 手 段 に お け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 を 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う 表
示 制 御 手 段 と 、
を 備 え て 構 成 さ れ る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
第 １ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 通 常 の 呼 出 し に よ り 使 用 に 供 さ れ る べ く メ モ リ 手 段 に 格
納 さ れ る デ ー タ フ ァ イ ル と し 、 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 第 １ の 特 別 な 呼 出 し に よ
り 使 用 に 供 さ れ る べ く 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る デ ー タ フ ァ イ ル と し 、 第 ３ の レ ベ ル の
デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ２ の 特 別 な 呼 出 し に よ り 使 用 に 供 さ れ る べ く 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ
れ る デ ー タ フ ァ イ ル と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
表 示 制 御 手 段 が 、 表 示 手 段 に 、 メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 と 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ
れ た 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル 及 び 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル の 夫 々 に つ い て の
デ ー タ 量 と を 表 示 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 、 期 間 検 出 手 段 に よ る 検 出 、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る
整 理 、 及 び 、 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御 が 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 全 て
に つ い て 順 次 一 通 り 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 、 期 間 検 出 手 段 に よ る 検 出 、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る
整 理 、 及 び 、 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御 が メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 全 て に
つ い て 順 次 一 通 り 行 わ れ る 状 態 が 、 入 力 操 作 部 の 操 作 に よ り 選 択 的 に と ら れ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ４ 記 載 の デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
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第 １ の レ ベ ル 、 第 ２ の レ ベ ル 及 び 第 ３ の レ ベ ル の い ず れ か に 仕 分 け さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル
を メ モ リ 手 段 に 格 納 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、

上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 夫 々 に つ い て 、 当 該 デ ー タ フ ァ イ ル の レ
ベ ル が 上 記 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の レ ベ ル の う ち の い ず れ で あ る か に つ い て の 識 別 を 行 う 第
２ の ス テ ッ プ と 、

該 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 １ の レ ベ ル で あ る と き 、 上 記 識 別
に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 直 前 不 使 用 期 間 の 検 出 を 行 い 、 ま た 、 上 記 第 ２ の ス
テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 ２ ま た は 第 ３ の レ ベ ル で あ る と き 、 上 記 識 別 に
供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 上 記 メ モ リ 手 段 に お け る 保 管 期 間 の 検 出 を 行 う 第 ３ の
ス テ ッ プ と 、

上 記 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 １ の レ ベ ル で あ っ て 、 上 記 第 ３
の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た 直 前 不 使 用 期 間 が 上 記 第 １ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最
大 不 使 用 期 間 を 越 え て い る と き 、 上 記 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 上 記 第 ２ の レ ベ ル
の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 ま た 、 上 記 第 ２ の
ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 ２ の レ ベ ル で あ っ て 、 上 記 第 ３ の ス テ ッ プ に
お い て 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 上 記 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て
い る と き 、 上 記 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 上 記 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移
行 さ せ て 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 さ ら に 、 上 記 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識
別 さ れ た レ ベ ル が 上 記 第 ３ の レ ベ ル で あ っ て 、 上 記 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た 保
管 期 間 が 上 記 第 ３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き 、 上 記 識 別
に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 削 除 し て 、 上 記 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ
い て の 整 理 を 行 う 第 ４ の ス テ ッ プ と 、

該 第 ４ の ス テ ッ プ に お い て 整 理 が 行 わ れ た 後 の 上 記 メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び
上 記 メ モ リ 手 段 に お け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 を 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う 第
５ の ス テ ッ プ と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 方 法 。



【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 発 明 は 、 デ ー タ フ ァ イ ル が 格 納 さ れ る メ モ リ 手 段 を
備 え た も と で 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た 複 数 の デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 管 理 整 理 を 行 う
デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 斯 か る 点 に 鑑 み 、 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 発 明 は 、 デ ー タ フ ァ イ ル が 格 納 さ
れ る ハ ー ド デ ィ ス ク 等 の メ モ リ 手 段 を 備 え 、 そ の メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た 複 数 の デ ー タ フ
ァ イ ル を 、 そ れ ら の 使 用 に あ た っ て 所 望 の も の を 比 較 的 簡 単 で 容 易 な 操 作 に よ り 迅 速 に 呼
び 出 す こ と が で き 、 し か も 、 メ モ リ 手 段 に 新 た な デ ー タ フ ァ イ ル を 格 納 し よ う と し て も メ
モ リ 手 段 の 記 憶 容 量 不 足 よ っ て 適 正 に 格 納 で き な い こ と に な る 事 態 の 発 生 が 低 減 さ れ る よ
う に 整 理 す る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 を 提 供 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま で の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明
に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 は 、 第 １ の レ ベ ル 、 第 ２ の レ ベ ル 及 び 第 ３ の レ ベ ル の い ず
れ か に 仕 分 け さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 格 納 す る メ モ リ 手 段 と 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ
ー タ フ ァ イ ル の 夫 々 に つ い て 、 そ の レ ベ ル が 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の レ ベ ル の う ち の い ず れ
で あ る か に つ い て の 識 別 を 行 う フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 と 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ
り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 １ の レ ベ ル で あ る と き 、 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て
の 直 前 不 使 用 期 間 の 検 出 を 行 い 、 ま た 、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ２ ま
た は 第 ３ の レ ベ ル で あ る と き 、 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の メ モ リ 手 段 に お
け る 保 管 期 間 の 検 出 を 行 う 期 間 検 出 手 段 と 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ
ベ ル が 第 １ の レ ベ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 直 前 不 使 用 期 間 が 第 １ の レ
ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 不 使 用 期 間 を 越 え て い る と き 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ
る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手
段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 ま た 、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ２ の レ ベ ル
で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最
大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ
イ ル を 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 さ
ら に 、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ り 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ３ の レ ベ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に
よ り 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 第 ３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と
き 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 削 除 し て 、 メ モ リ 手
段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 整 理 を 行 う フ ァ イ ル 整 理 手 段 と 、 フ ァ イ ル 整 理
手 段 に よ る 整 理 が 行 わ れ た 後 の メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び メ モ リ 手 段 に お け る デ
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及 び 方 法 に 関 す る

及 び 方 法



ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 を 表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う 表 示 制 御 手 段 と 、 を 備 え て 構
成 さ れ る 。
　

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま で の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明
に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置

に あ っ て は 、 例 え ば 力 操 作 部 の 操 作 に 応
じ て 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 期 間 検
出 手 段 に よ る 検 出 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理

、 及 び 、 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御
が 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 全 て に つ い て 順 次 一 通 り

行 わ れ る 状 態 が と ら れ る 。 こ の よ う な 状 態 の も と で 、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理
が 以 下 の よ う に 行 わ れ る 。

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 先 ず 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 に 供 さ
れ た デ ー タ フ ァ イ ル が 第 １ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出
さ れ た 直 前 不 使 用 期 間 が 第 １ の レ ベ ル に 応 じ
て 設 定 さ れ た 最 大 不 使 用 期 間 を 越 え て い る と き に は 、 そ の 第 １ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル
を 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と す る 。 ま た
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ま た 、 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル
管 理 方 法 は 、 第 １ の レ ベ ル 、 第 ２ の レ ベ ル 及 び 第 ３ の レ ベ ル の い ず れ か に 仕 分 け さ れ た デ
ー タ フ ァ イ ル を メ モ リ 手 段 に 格 納 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ
フ ァ イ ル の 夫 々 に つ い て 、 そ の レ ベ ル が 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の レ ベ ル の う ち の い ず れ で あ
る か に つ い て の 識 別 を 行 う 第 ２ の ス テ ッ プ と 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル
が 第 １ の レ ベ ル で あ る と き 、 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の 直 前 不 使 用 期 間 の
検 出 を 行 い 、 ま た 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ２ ま た は 第 ３ の レ ベ ル
で あ る と き 、 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル に つ い て の メ モ リ 手 段 に お け る 保 管 期 間 の 検
出 を 行 う 第 ３ の ス テ ッ プ と 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 １ の レ ベ ル で
あ っ て 、 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た 直 前 不 使 用 期 間 が 第 １ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定
さ れ た 最 大 不 使 用 期 間 を 越 え て い る と き 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ
フ ァ イ ル を 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し
、 ま た 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ２ の レ ベ ル で あ っ て 、 第 ３ の ス テ
ッ プ に お い て 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え
て い る と き 、 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ３ の レ ベ ル の デ
ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 さ ら に 、 第 ２ の ス テ ッ プ に
お い て 識 別 さ れ た レ ベ ル が 第 ３ の レ ベ ル で あ っ て 、 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た 保
管 期 間 が 第 ３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き 、 第 ２ の ス テ ッ
プ に お け る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル を 削 除 し て 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ
ァ イ ル に つ い て の 整 理 を 行 う 第 ４ の ス テ ッ プ と 、 第 ４ の ス テ ッ プ に お い て 整 理 が 行 わ れ た
後 の メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び メ モ リ 手 段 に お け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 を
表 示 手 段 に 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う 第 ５ の ス テ ッ プ と を 含 む も の と さ れ る 。

、 も し く は 、 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記
載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 方 法 、 入

も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別 ，
も し く は 第 ３ の ス テ ッ プ に お け る 検 出 ， も

し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理 も し く は 第 ５ の ス テ
ッ プ に お け る 制 御

も し く
は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理

も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別

あ る い は 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た



、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別 に 供 さ れ た デ
ー タ フ ァ イ ル が 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た

保 管 期 間 が 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た
最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き に は 、 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ３ の レ ベ ル の デ
ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と す る 。 さ ら に 、 レ ベ ル
識 別 手 段 に よ る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル が 第
３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た

保 管 期 間 が 第 ３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越
え て い る と き に は 、 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 削 除 す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ し て 、 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御 の も と に 、 表 示
手 段 に よ っ て 、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理 が 行 わ
れ た 後 の メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び メ モ リ 手 段 に お け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状
況 が 表 示 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 上 述 の よ う な フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理 が 行 わ
れ る こ と に よ り 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 内 か ら 所 望 の も の を 呼 び 出 す
際 に は 、 所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 探 し 出 す 対 象 が 、 通 常 、 整 理 さ れ た 第 １ の レ ベ ル の デ ー
タ フ ァ イ ル と さ れ 、 特 定 の 場 合 に 、 整 理 さ れ た 第 ２ も し く は 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ
ル と さ れ る 。 こ の よ う に 、 所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 探 し 出 す 対 象 が 仕 分 け さ れ る こ と に よ
り 、 所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 比 較 的 簡 単 で 容 易 な 操 作 に よ り 迅 速 に 呼 び 出 す こ と が で き る
こ と に な る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 上 述 の よ う な 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御 が 行
わ れ る こ と に よ り 、 表 示 手 段 に よ っ て メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び メ モ リ 手 段 に お
け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 が 表 示 さ れ て 、 使 用 者 は そ れ に よ っ て メ モ リ 手 段 の 状 況 の
把 握 に つ い て の 意 識 が 強 め ら れ る と と も に メ モ リ 手 段 の 状 況 を 容 易 に 把 握 で き る の で 、 メ
モ リ 手 段 に 新 た な デ ー タ フ ァ イ ル を 格 納 し よ う と し て も メ モ リ 手 段 の 記 憶 容 量 不 足 よ っ て
適 正 に 格 納 で き な い こ と に な る 事 態 の 発 生 が 低 減 さ れ る こ と に な る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】
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フ ァ イ ル も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別

あ る い は 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た

フ ァ イ ル
も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別

も し く は 第 ３ の ス
テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た

も し く は 第 ５ の ス テ ッ プ に お け る 制 御
も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理

も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理

も し く は 第 ５ の ス テ ッ プ に お け る 制 御



　 　 【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 図 １ は 、

本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま で
の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 の 一 例 を 示 す 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 １ に お い て は 、

本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求
項 ５ ま で の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 の 一 例 が 、 装 置 １ １
と し て 示 さ れ て い る 。
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ４ ６ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 の 説 明 か ら 明 ら か な 如 く 、 本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ ま
で の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置

に あ っ て は 、
例 え ば 、 入 力 操 作 部 の 操 作 に 応 じ て 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別

期 間 検 出 手 段 に よ る 検 出
フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理 、 及 び 、 表 示 制 御 手 段
に よ る 制 御 が 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ
イ ル の 全 て に つ い て 順 次 一 通 り 行 わ れ る 状 態 が と ら れ る 。 そ し て 、 斯 か る 状 態 の も と で は
、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ り 、 フ ァ イ ル レ ベ ル 識 別 手 段 に
よ る 識 別 に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル が 第 １ の レ ベ ル
の デ ー タ フ ァ イ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た

直 前 不 使 用 期 間 が 第 １ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 不 使 用 期 間 を 越 え
て い る と き に は 、 そ の 第 １ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に
移 行 さ せ て メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ る も の と し 、 ま た 、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別

に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル が 第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ
フ ァ イ ル で あ っ て 、 期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た

保 管 期 間 が 第 ２ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き に は 、
第 ２ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル を 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル に 移 行 さ せ て メ モ リ 手 段
に 格 納 さ れ る も の と し 、 さ ら に 、 レ ベ ル 識 別 手 段 に よ る 識 別

に 供 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル が 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル で あ っ て 、
期 間 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た 保 管 期 間 が 第
３ の レ ベ ル に 応 じ て 設 定 さ れ た 最 大 保 管 期 間 を 越 え て い る と き に は 、 第 ３ の レ ベ ル の デ ー
タ フ ァ イ ル を 削 除 す る フ ァ イ ル 整 理 が 行 わ れ る と と も に 、 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御

の も と に 、 表 示 手 段 に よ っ て 、 フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整
理 が 行 わ れ た 後 の メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及
び メ モ リ 手 段 に お け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 が 表 示 さ れ る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ７
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本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ
ル 管 理 方 法 の 一 例 を 実 行 す る 、

本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー
タ フ ァ イ ル 管 理 方 法 の 一 例 を 実 行 す る 、

、 も し く は 、 本 願 の 特 許 請
求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 方 法

も し く は 第 ２ の
ス テ ッ プ に お け る 識 別 ， も し く は 第 ３ の ス テ ッ プ に お け る 検 出 ，

も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理
も し く は 第 ５ の ス テ ッ プ に お け る 制 御

も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お い て
も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別

あ る い は 第 ３ の ス テ ッ プ に お
い て 検 出 さ れ た

フ ァ イ ル
も し く は 第 ２ の ス テ ッ プ に お け る 識 別

あ る い は 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出
さ れ た

フ ァ イ ル も し く は 第 ２ の ス テ
ッ プ に お け る 識 別

も し く は 第 ３ の ス テ ッ プ に お い て 検 出 さ れ た

も し く
は 第 ５ の ス テ ッ プ に お け る 制 御

も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理



【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ の よ う な フ ァ イ ル 整 理 手 段 に よ る 整 理 が 行 わ れ
る こ と に よ り 、 メ モ リ 手 段 に 格 納 さ れ た デ ー タ フ ァ イ ル の 内 か ら 所 望 の も の を 呼 び 出 す 際
に は 、 所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 探 し 出 す 対 象 が 、 通 常 、 整 理 さ れ た 第 １ の レ ベ ル の デ ー タ
フ ァ イ ル と さ れ 、 特 定 の 場 合 に 、 整 理 さ れ た 第 ２ も し く は 第 ３ の レ ベ ル の デ ー タ フ ァ イ ル
と さ れ て 、 所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 探 し 出 す 対 象 が 仕 分 け さ れ る こ と に な り 、 そ れ ゆ え 、
所 望 の デ ー タ フ ァ イ ル を 比 較 的 簡 単 で 容 易 な 操 作 に よ り 迅 速 に 呼 び 出 す こ と が で き る こ と
に な る 。
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 上 述 の よ う な 表 示 制 御 手 段 に よ る 制 御 が 行
わ れ る こ と に よ り 、 表 示 手 段 に よ っ て メ モ リ 手 段 に お け る 残 記 憶 容 量 及 び メ モ リ 手 段 に お
け る デ ー タ フ ァ イ ル の 格 納 状 況 が 表 示 さ れ て 、 使 用 者 が そ れ に よ っ て メ モ リ 手 段 の 状 況 の
把 握 に つ い て の 意 識 が 強 め ら れ る と と も に メ モ リ 手 段 の 状 況 を 容 易 に 把 握 で き る こ と に な
る の で 、 メ モ リ 手 段 に 新 た な デ ー タ フ ァ イ ル を 格 納 し よ う と し て も メ モ リ 手 段 の 記 憶 容 量
不 足 よ っ て 適 正 に 格 納 で き な い こ と に な る 事 態 の 発 生 が 低 減 さ れ る 。
【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 図 １ 】 　

本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５
ま で の い ず れ か に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ ァ イ ル 管 理 装 置 の 一 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 構
成 図 で あ る 。
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も し く は 第 ４ の ス テ ッ プ に お け る 整 理

も し く は 第 ５ の ス テ ッ プ に お け る 制 御

本 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 請 求 項 ６ に 記 載 さ れ た 発 明 に 係 る デ ー タ フ
ァ イ ル 管 理 方 法 の 一 例 を 実 行 す る 、
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